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◆
12
月
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日
〜
17
日
／
第
5
回
定
例
会
（
会
期
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日
間
）
 

24
日
／
第
19
回
議
会
広
報
常
任
委
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1
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日
／
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1
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広
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日
／
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広
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任
委
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日
／
新
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歓
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日
／
湯
沢
町
炬
採
火
式
・
キ
ャ
ン
ド

ル
ラ
イ
ブ
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日
／
第
3
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議
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広
報
常
任
委
員
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28
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／
魚
沼
市
視
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（
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福
祉

課
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2
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／
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（
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県
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会
議
長
会
総
会

（
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市
）
 

13
日
／
第
1
回
議
員
全
員
協
議
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日
／
国
体
開
会
式
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日
／
国
体
閉
会
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24
日
／
第
1
回
総
務
文
教
常
任
委
員
会
 

26
日
／
第
1
回
厚
生
福
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常
任
委
員
会
 

◆
3
月
 

5
日
／
湯
沢
中
学
校
卒
業
式
 

6
日
／
第
1
回
議
会
運
営
委
員
会
 

6
日
／
第
4
回
議
会
広
報
常
任
委
員
会
 

7
日
／
童
画
展
表
彰
式
 

9
日
〜
23
日
／
平
成
21
年
第
1
回
定
例

会
（
会
期
15
日
間
）
 

 

　町議会では平成19年 5 月 7 日の議員全員協議会において、本会議及び委員会への議員の出欠状況を
年 1回皆様方に報告することを決定いたしました。 

（記載方法の説明） 
　本会議は20年度に定例会・臨時会あわせて 5回開催されました。その開催日の合計を出席必要日数
（出席義務日）としていますが、この日数は全ての議員が同じとなります。欠席は 1日まるまる休ん
だ場合を 1日とし、遅刻・早退の場合は遅刻・早退があった場合ごとに 1回として記載しています。
但し、 1日のうちで遅刻・早退があった場合は 1回としています。本年度はそのような例はありませ
んでした。 
　次に、委員会については 4つの常任委員会（総務文教・厚生福祉・産業建設・議会広報）と議会運
営委員会及び 4つの特別委員会（一般会計補正予算審査・当初予算審査・決算審査・少子化対策）が
設置されましたが、全ての議員が同じ委員会の委員ではないこと、また各委員会ごとに開催回数が異
なるため、必要出席日数も各議員によって異なります。また、その委員会の委員でない場合でも、請
願の紹介議員として所属外の委員会に出席を求められたり、議長のようにほとんどの常任・特別委員
会に出席していても、正規の委員ではないことから必要出席日数が 0の議員もいます。 
　また、議会の申し合わせにより、議長は中立公平の立場から全ての常任委員会及び特別委員会の委
員に就任していないほか、議会選出の監査委員も監査をする立場にあることから、決算審査特別委員
会の委員には就任できないと決定しています。 

＊出勤簿の期間は平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日です。 
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